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１．消防車隊による消火要員と自衛消防隊について 
「添付２火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基

準」の「１．２要員の配置」には、消火要員として以下のとおり配置することを記載して

いる。 
 

１．２ 要員の配置 
(1) 防災安全ＧＭは，火災の発生により災害（原子力災害を除く。）が発生するおそ

れがある場合又は発生した場合に備え，必要な要員を配置する。 
(2) 防災安全ＧＭは，火災の発生により原子力災害が発生するおそれがある場合又

は発生した場合に備え，第１０８条（原子力防災組織）に定める必要な要員を配

置する。 
(3) 防災安全ＧＭは，上記体制以外の通常時及び火災発生時における火災防護対策

を実施するための要員を以下のとおり配置する。 
イ．消火要員 

運転員，消防車隊による消火要員として，１０名以上を発電所に駐在させる。 
 
この記載は、平成１９年に発生した新潟県中越沖地震時の変圧器火災に鑑み規定した下

記の「旧第１７条地震・火災発生時の対応」の記載を踏襲したものとなっている。 
 

２．初期消火活動のための体制の整備として，次の措置を講じる。 
(2) 防災安全ＧＭは，初期消火活動を行う要員として，１０名以上を常駐させるとと

もに，この要員に対する火災発生時の通報連絡体制を定める。 
 
また、新規制基準対応として、「添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」

には、下記のとおり、火災発生時の初期消火活動に対応するための自衛消防隊について記載

することとしている。 
 

ａ．重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，6 号炉及び 7 号炉の重大事

故等に対処する要員として，発電所内に緊急時対策要員 44 名，運転員 13 名，火災

発生時の初期消火活動に対応するための自衛消防隊 10 名の合計 67 名を確保する。 
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２．運転員，消防車隊による消火要員と火災発生時の初期消火活動に対応するための自衛消

防隊の関係について 
両者の関係は下表のとおり整理され、運転員，消防車隊による消火要員は一般火災生時

に備えた体制であり運転員が含まれるため 10 名以上となり、一方、重大事故等（以下「Ｓ

Ａ」という。）・大規模損壊発生時には、運転員が航空機衝突などで損耗していない場合は

同様な体制となるが、損耗している場合は火災発生時の初期消火活動に対応するための

自衛消防隊 10 名の体制となる。 
 
【保安規定における添付２：消防車隊による消火要員と添付３自衛消防隊の関係】 

（休日夜間の体制の例） 
一般火災対応 ＳＡ／大規模損壊時火災対応（運転員損耗） 

保安規定記載 人数 説明 保安規定記載 人数 説明 
① 運転員 １ 通報連絡者 

(発災プラントの 
当直長) 

①緊急時対策要員 １ 通報連絡者 
（通報班長） 
 

１ 現場責任者 
(発災プラントの 
運転員) 

②緊急時対策要員

（復旧班） 
８ 大容量送水車や 

放水砲による泡消火 
（航空機衝突時など） 

２ 初期消火活動 
(発災プラントの 
運転員) 

②消防車隊に

よる消火要員

（自衛消防隊

の一部） 

１ 現場指揮本部 
（自衛消防隊長） 

③火災発生時の初

期消火活動に対応

するための自衛消

防隊（自衛消防隊

の一部） 

１ 現場指揮本部 
（自衛消防隊長） 

６ 消火活動 
（消防車隊） 

６ 消火活動 
（消防車隊） 

３ 公設消防の案内等

（警備員） 
３ 公設消防の案内等 

（警備員） 
① ②の要員が１０名以上 ③の要員が１０名（運転員以外で構成） 
※自衛消防隊は火災の規模等に応じて召集する。 
 

以 上 
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